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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】平成28年3月22日(2016.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のウェブサービスを有するウェブサーバ装置であって、
　ネットワークを介して少なくともＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）リクエストを受信する受信手段と、
　条件テーブルが記憶された記憶手段と、
　前記受信手段によって受信されたＨＴＴＰリクエストと、前記記憶手段に記憶された条
件テーブルに基づいて呼び出すべきウェブサービスを決定する決定手段と、
　前記決定手段によって決定されたウェブサービスを呼び出す呼び出し手段と、
　を備え、
　前記記憶手段が記憶する前記条件テーブルには、前記ウェブサーバ装置が有する少なく
とも１つのウェブサービスに対応付けて、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｌｏｃａｔｏｒ）と所定の判断条件が記憶されており、更に、前記条件テーブルは記憶す
る所定の判断条件を異ならせることで、互いに異なるウェブサービスに同一のＵＲＬを対
応付けることが可能であり、
　前記決定手段は、前記受信手段によって受信されたＨＴＴＰリクエストに含まれるリク
エストＵＲＬとＨＴＴＰヘッダー内の情報が、前記条件テーブル内の前記ＵＲＬと前記所
定の判断条件の組み合わせに一致する場合、当該一致する前記ＵＲＬと前記所定の判断条
件の組み合わせに対応付けられたウェブサービスを呼び出すべきウェブサービスとして決
定することを特徴とするウェブサーバ装置。
【請求項２】
　前記決定手段は、前記受信手段によって受信されたＨＴＴＰリクエストに含まれる前記
リクエストＵＲＬと前記ＨＴＴＰヘッダー内の情報の組み合わせが、前記条件テーブル内
の前記ＵＲＬと前記所定の判断条件の組み合わせのいずれにも一致しない場合であって、
前記リクエストＵＲＬと同一のＵＲＬ且つ、前記所定の判断条件が記されていない組み合
わせが前記条件テーブルに記憶されている場合は、当該組み合わせに対応付けられたウェ
ブサービスを呼び出すべきウェブサービスとして決定することを特徴とする請求項１に記
載のウェブサーバ装置。
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【請求項３】
　前記条件テーブルに記憶される前記所定の判断条件は、前記ウェブサービスが受け付け
可能な前記ＨＴＴＰリクエストの種類に関する条件であることを特徴とする請求項１又は
２に記載のウェブサーバ装置。
【請求項４】
　前記条件テーブルにウェブサービスを登録する登録手段を更に備えることを特徴とする
請求項１乃至３のいずれか１項に記載のウェブサーバ装置。
【請求項５】
　前記登録手段は、ウェブサービスからの登録要求を受け付けたことに応じて、当該ウェ
ブサービスと、前記登録要求に含まれるＵＲＬと所定の判断条件を対応付けて、前記条件
テーブルに登録することを特徴とする請求項４に記載のウェブサーバ装置。
【請求項６】
　前記記憶手段はポート番号ごとに前記条件テーブルを記憶し、
　前記決定手段は、前記リクエストＵＲＬに基づいてポート番号を特定し、当該特定され
たポート番号に対応する条件テーブルを用いて、呼び出すべきウェブサービスを決定する
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のウェブサーバ装置。
【請求項７】
　前記条件テーブルに記憶されたウェブサービスはＩＰＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｐｒｉｎ
ｔｉｎｇ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）サービスを含むことを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載のウェブサーバ装置。
【請求項８】
　前記条件テーブルに記憶されたウェブサービスは、リモートＵＩサービスを含むことを
特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載のウェブサーバ装置。
【請求項９】
　前記ウェブサーバ装置はプリンタであることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１
項に記載のウェブサーバ装置。
【請求項１０】
　条件テーブルが記憶された記憶手段を備え、複数のウェブサービスを有するウェブサー
バ装置の制御方法であって、
　ネットワークを介して少なくともＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔｒａｎｓｆｅｒ　
Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）リクエストを受信する受信工程と、
　前記受信工程で受信したＨＴＴＰリクエストと、前記記憶手段に記憶された条件テーブ
ルに基づいて呼び出すべきウェブサービスを決定する決定工程と、
　前記決定工程で決定されたウェブサービスを呼び出す呼び出し工程と、
　を有し、
　前記記憶手段が記憶する前記条件テーブルには、前記ウェブサーバ装置が有する少なく
とも１つのウェブサービスに対応付けて、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　
Ｌｏｃａｔｏｒ）と所定の判断条件が記憶されており、更に、前記条件テーブルは記憶す
る所定の判断条件を異ならせることで、互いに異なるウェブサービスに同一のＵＲＬを対
応付けることが可能であり、
　前記決定工程は、前記受信工程で受信したＨＴＴＰリクエストに含まれるリクエストＵ
ＲＬとＨＴＴＰヘッダー内の情報が、前記条件テーブル内の前記ＵＲＬと前記所定の判断
条件の組み合わせに一致する場合、当該一致する前記ＵＲＬと前記所定の判断条件の組み
合わせに対応付けられたウェブサービスを呼び出すべきウェブサービスとして決定するこ
とを特徴とするウェブサーバ装置の制御方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のウェブサーバ装置の制御方法をコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の一実施例に係るウェブサーバ装置は、複数のウェブサービスを有するウェブサ
ーバ装置であって、ネットワークを介して少なくともＨＴＴＰ（Ｈｙｐｅｒｔｅｘｔ　Ｔ
ｒａｎｓｆｅｒ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）リクエストを受信する受信手段と、条件テーブルが
記憶された記憶手段と、前記受信手段によって受信されたＨＴＴＰリクエストと、前記記
憶手段に記憶された条件テーブルに基づいて呼び出すべきウェブサービスを決定する決定
手段と、前記決定手段によって決定されたウェブサービスを呼び出す呼び出し手段と、を
備え、前記記憶手段が記憶する前記条件テーブルには、前記ウェブサーバ装置が有する少
なくとも１つのウェブサービスに対応付けて、ＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃ
ｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ）と所定の判断条件が記憶されており、更に、前記条件テーブルは記
憶する所定の判断条件を異ならせることで、互いに異なるウェブサービスに同一のＵＲＬ
を対応付けることが可能であり、前記決定手段は、前記受信手段によって受信されたＨＴ
ＴＰリクエストに含まれるリクエストＵＲＬとＨＴＴＰヘッダー内の情報が、前記条件テ
ーブル内の前記ＵＲＬと前記所定の判断条件の組み合わせに一致する場合、当該一致する
前記ＵＲＬと前記所定の判断条件の組み合わせに対応付けられたウェブサービスを呼び出
すべきウェブサービスとして決定することを特徴とする。
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